
の規定に基づき，白動車道事業に関する報告書の提出手続等を

定めた省令(昭和 39 年運輸 ・ 建設省令第 4 号)。昭和 39 ・ 3 ・ 31

に公布， 39 ・ 4 ・ 1 から施行された。

従来は，白動車道事業にI具lする報告徴取は， I~動車運送事業

等に関するものとともに， 1昭和 27 年に;1:11定された道路運送調査

規則(1If{平iJ 27 勾運輸 ・ 建設省令第 I 号)の定めるところによっ

ていたが，向調l'正規)111;制定以来の社会経済情勢の許しい変化に

伴い道路Jillj去の '~態を正悦にはあくすることが困難になった。

そこで ， 1昭和 37 ・ 4 の向法の一部改正にあわせて自動車運送事業

会社規則 (11;仔1 126 年運輸省令W 64 \}) ， 自動車道事業会計規則

( 11il和 27 年運輸 ・ 建設省令第 3 サ)等の改正が行なわれ，これ

と軌をーにして同調査規則の全i(1i的な検討が行なわれた。この

結果，向調子k規 111]11 1必 止され，運輸省と建設省の共管である n

動車道事業について，独立の省令を制定することになり，自動

車道事業については自動車道事業報告規則が， 1I 動車運送事業

等については*自動車ìlli送 'h !'J!等報告規J!lJ(昭和 39 年通輸省令

第 21 号)が制定された。

臼動車道事業報告mJt IJ の慨裂は次のとおりである。

川 この規則は道路運i送法 t.(1126 条の規定に基づき，自動車

道事業者およびその組織する同体の事業に関する報告手続等に

ついて規定したものである。

(2) この規則により提出する報告書は，定JUIのものと臨時の

ものとがある。定j担lのものには 1~'業報告書と供用実績報告書

があり，常業報告書は，日来概況報告書(経常形態 ・ 株主 ・ 役

員等)と財務諸表(白動車道事業会計規則第 5 条の規定による様

式による。)からなる。臨時の鰍告とは，運輸大臣または建設大

臣が必要なときに報作させるものである。

(3) これらの報告告は，述輸大臣(マT帖快速局長を経 111) ， 建

設大臣(管4古都道府県知事を終 lli ) ， '1'1'+:(;陸j型 ，，，)長および管轄都

道府県知事に，それぞれ 1 通拠出しなければならない。

なお， 自動車道事業会計規則 とは， 1 ' 1 革ljjl i 道事業の会計の以

準をU{(立し ， その事業の経};~.}文総および財政状態に|刻する真実

tこ して公正な表示に資することを 1 1 (1')としてi'I 動車道事業の会

J I 原則およひ財務諸表の係式てfについて規定した宇i令である。

(16 1J: N' jlゴ)

じどうし々のほかんばし ょ のかくほとうにかんするほ

うりつ 自動車の保管場所の確保等に関する法律 最近

における IHJ)'li の1\'11)11は ， まことに IJ ざましいので， i'I動 il' が

道路上にIl< ii"è されもしくはmì 何lパ liすると，特に都市においては

道路交通がF>IL';Y されることになる。このようなことを防止し，

都市交通を緩和するため， 11行 手1137 ・ 9 ・ 1 (一部は Il{{和 38 ・ 6 ・ 1 ) か

ら LIJlfj}j!jIの保管場所の雌 1'+:7"に関する法律1 が施行された。

この法律のおもな l人H'i'は次のとおりである。

cc日?場所の侃似〕

自動 JI' (道路運送耶 j11lj法第 2 条第 2 項に規定する 1'1動車のう

ち， 2 輸の小型11'1 ifÿJ! I!. , 2 輸の軽自 {))μ:1;および小型特殊白動車

を除いたものをいう。)の保有-(';(1' 1 動車を使JIJ する権利を有し，

1' 1 己のために巡行のmに供する白)は， 道路 1 :.<7)場所以外の場

所に， 当該自動車の保管場所(車庫・ 2地その他i'J1ßjIiIを通1f';

(単行する場 r9rをいう。)を刊 似しなければならなし、。(第 3 条)

このため一定の地域 (東京・大阪等人口 10 万人以上の都市お

よびその他 4 ih訂 132 都市が政令で指定されている。)において

は l且路i当!i~W l,r,j /1;の新規 :MJ(同法第 4 条)，登録換え(同法

第 1~ 条)および使用の本拠の位ほの変更を伴う変更登録(同法

第 12 条)，または砂転登録 (1，;)(1;第 13 条)を受けようとする場

合には，都道府県知事に道路上の場所以外の場所に当該自動車

• 

じどうしんろ

の保管場所をMt保していることを証する書面(警察署長が，そ

の場所が自動車の保管場所として適当なものであることを証明

した書面および，それを使用する権限を有することを証するに

たりる書面)を拠山しなければ，ー当該登録を受けることができ

ない。(第 4 条)

なお，軽自動車は登録対象白動車ではないので， 3 輸または

4 輸のものであっても ， その使用の届出等に際し，これらの醤

而を提出する必要はない。

〔保管場所としての道路の使用の禁止等]

一定の地域(これも政令で指定されており，第 4 条の適用地域

と同じであるが，都道府県公安委員会が指定した区域を除 く。)

においては， 道路上の場所を 自動車の保管場所として使用する

ことおよび長時間道路上の同一場所に駐車することはできない。

(第 5 条)

〔駐車の禁止，制限等〕

都道府県公安委員会が指定した道路の灰聞において，自動車

が道路交通法第 48 条の規定によって駐車する場合に，その右血11

に都道府県公安委員会が定める以」の余地がないこととなる場

合は駐車することができない。

また，都道府県公安委員会は，区域または道路の区間を指定

して，同ーの自動車が引続き駐車することができる時間を制限

することができる。(第 6 条) (福島恭敬)

じどうしんろせ っ ていそうち 自動進路設定装置 進

行して来る列車の種別を検知して，その列車の進入すべき進路

を， "1 ill!J的に設定する装置。

新幹線で使用している装置の椛成を表 1 に，ブロックダイヤ

グラムを図に示す。

表ー1 自動進路設定装位の構成

種別 設耐Ií名称 l 設置 場所

車 | 列車樋別設 定 指 大阪方巡転台
丘 地点検知発仮知 1 大阪方 A' T ・ C ・受信装置き ょ
託 l 地点検知 lF 上了 | う 体内大阪方先孤車車体下

j也
列車巡別地上子
(白羽~)ffi路設定用) 、

列車選別受 信 松

各駅の到着側本線路内

地上干の側方路盤上

(列車選別受信?:; -蓄積器開)

各駅の信 り機おj，
張 叶円

以
位

ブ
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ト
帯
動

総
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送
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ト
伍
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継
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列J'Jéi盟別弘行 プ ロ ッ クダイヤグラム

列車種別段定器

(ケ ー プル)

消去信号

列車が，その述転される列車種別lに対応した信号(地列車種

別設定訴のダイアルツマミを列車種別を表わす位置に設定する

と ， 地点検知発娠官官が 表-2 に示す周波数の電気振動を発生す

る。)を発しながら，列車選別地上子の上を通過する と， 列車選

別受信器でその信号を選択受信し，さらにその信号に対応した

別の周波数(表-3) の信号に変換して，ケーフツレを通して列車選

別蓄積器に送り込まれる。

列車選別蓄t'i加は， その信号を受信して， 信号に対応したリ

レー(列車の種別を表わす。)を動作させて ， 列車の進行して来

る順序に従った列車級別を蓄積する。
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